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 新型コロナウイルスに負けるな！ 

第１１回プレミアム商品券参加店の募集について 
 

地元買物運動推進として、プレミアム商品券発行事業を昨年度に引き続き実施いたし

ます。本年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者

の皆様を支援するために加茂市より援助いただき、プレミアム率を３０％に引き上げる

とともに６，０００セット発行いたします。 

 つきましては、同封の参加店募集要項をご覧いただき、多数ご参加くださいますよう

お願い申し上げます。 

記 

 

１．募集期間 令和４年６月１日（水）～６月１７日（金） 

２．募集内容 別紙要項参照 

３．参 加 料 無料 

４．利用期間 ８月１日（月）～１２月３１日（土） 

５．申込方法 下記申込書に必要事項をご記入のうえ、加茂商工会議所(担当／ 

大湊 TEL:52-1740 FAX:52-4100）または加茂市商店街(協) （TEL： 

52-0775）へお申し込みください。 

 

新型コロナウイルスに負けるな！第１１回プレミアム商品券参加申込書 

 

事業所名  代表者名  

住  所  

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

 

〈取扱店一覧表掲載内容〉 

店  名  Ｔ Ｅ Ｌ  

住  所  

 

〈換金振込先〉※加茂信用金庫の口座を優先でお願いします。 

金融機関名 本・支店名 口座番号 受取人名 

 

 

 普 

当 

 



昨年も好評につき完売 

新型コロナウイルスに負けるな！  
 

 
 
 

主催：加茂商工会議所  主管：商業・サービス部会  共催：加茂市、加茂市商店街(協) 
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、市内事業所の売上が大きく減少しています。 

そこで、今年で１１回目となるプレミアム商品券発行事業について、プレミアム率を３

０％、発行部数を昨年の１.５倍に引き上げる等、消費者に対して積極的にＰＲし地元買物

運動を推進してまいりますので、販売増進、顧客拡大の手段としてご参加くださいますよ

うお願い申し上げます。 
 

１．商品券発行・販売について 

1)加茂市補助金並びに会議所負担金をプレミアム分に充当し、期限付き商品券を発 

行。 

※今年はプレミアム３０％とし、１３,０００円分の商品券を１０,０００円で販売。 

2)発行総額７,８００万円（商品券販売額６,０００万円、プレミアム分１,８００

万円／６,０００セット発行）。 

    3)商品券の内訳は５００円１２枚、１,０００円７枚の１３,０００円を１セットと

して販売。 

     ※金種（500円、1,000円券）の区別をわかりやすくするため色を分ける。 

4)購入上限は１人５セット（６５,０００円分）。 

    ※購入対象者は１８歳以上。 

   5)商品券の交換手数料は商品券換金額の１％ 

    (参加店に入金時、相殺し振込)。 

    ※銀行振込手数料、事務手数料等に充当。 
 

２．販売期間  ８月１日 (月) ～なくなり次第終了 

        平日 9:00～17:00まで 

              （土・日・祝日を除く） 

        ※８月６日（土）のみ 9:00～15:00 

まで販売します。 

         

３．有効期間  ８月１日（月）～１２月３１日（土） 

（５カ月間） 
 

４．販売場所  加茂商工会議所、加茂市商店街（協） 
 

５．参 加 料  無料 
 

６．参加資格  ・会員・非会員問わず加茂市内の商業・サービス業で、売場面積 500

㎡未満の事業所 

※但し、市内に本社を持つ企業または個人事業所は上記面積を超え 

ても参加可。 

         ・商品券使用、換金請求に同意する事業所 
 

７．募集期間  ６月１日（水）～６月１７日（金） 
 

 

 

 

第１１回プレミアム商品券発行事業 参加店募集要項 

 

今年は３０％のプレミアムつき 



８．ＰＲ方法  ７月１５日（金）チラシを区長配布の他、広報かも、会議所だより、 

                当所ＨＰ、加茂市ＨＰに掲載。 

        ７月２２日（金）新聞折込 

参加店も店頭でのチラシ配布等、積極的にＰＲ宣伝をしてください。 

 

９．商品券使用について 

    1)商品券は取扱店表示のある店舗（事業所）において使用。 

    2)利用目的が次に該当する代金には使用できない。 

    ・他社が発行する商品券の購入 ・ビール券、すし券、図書券の購入 

・プリペードカードの購入   ・買掛金の決済 

3)購入した商品券は、自ら消費するために使用する。 

    4)額面以下の商品を購入した場合のつり銭は払わない。 

    5)使用済み商品券の裏面に署名押印する。 

    6)取扱店は一度使用した商品券を使い回さない。 

    7)個人的に購入した商品券を換金請求しない。 
 

１０．換金請求 

  1)取扱店は自店で正規使用された当月分商品券を取りまとめ、毎月２回指定日に当

商工会議所に持参。毎月１０日、２５日(休日の場合は前営業日)に指定口座へ振

り込み。※持参が換金請求日を過ぎた場合は、次回振込日に処理。 

   2)裏面に署名押印のない商品券は換金しない。 

   3)換金請求は毎月１５日、月末(休日の場合は前営業日)まで。 

     例：令和４年８月１５日(月)までに窓口へ提出→８月２５日(木)振込 

       令和４年８月３１日(水)までに窓口へ提出→９月 ９日(金)振込 

       ※毎月発行している『会員情報』や当所ＨＰ、加茂市ＨＰ、広報かもで周知い

たします。 

 

１１. 利用者未使用分商品券の取り扱いについて 

    期限切れの未使用分商品券は換金しませんのであらかじめご了承ください。 
              

１２．事業スケジュール 

日 程 内 容 

６月 １日 (水) 参加店募集開始 

６月１７日 (金) 参加店募集締め切り 

７月１５日 (金) 広報かも PR記事掲載、区長配布 

７月２２日（金） 新聞折込 

８月 １日 (月)～ 販売、商品券使用開始 

１２月３１日 (土) 商品券使用終了 

 

 

 

 

 

 

今回は参加料はいただきません。 
ぜひ、貴店のご参加をお願いします！ 
申込締切は６月１７日（金）までです。 


